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契約や架空請求、定期購入等で困ったら、消費生活センターへご相談ください。 
 

まもりん    みもりん    

  

消費者ホットライン(局番なし)☎１８８ 
（あなたの地域の消費生活センターにつながります。） 

北九州市立消費生活センター 】    ☎８６１－０９９９ 

小倉北相談窓口 】         ☎５８２－４５００ 

小倉南相談窓口              ☎９５１－３６１０ 

八幡西相談窓口           ☎６４１－９７８２ 
 

※門司、若松、八幡東各窓口の面談による相談は、
消費生活センター☎８６１－０９９９へ電話でご相談ください。 

国民生活センターが発表した、「消費者問題に関する２０２４年の１０大項目」を紹介します。 

２０２４年は、能登半島地域で１月に発生した地震や９月に発生した豪雨など、各地で度重なる自

然災害が発生し、これに関連した「災害便乗商法」に係る消費者トラブルのほか、紅麹サプリによる

健康被害、越境消費者相談及び訪日観光客消費者ホットラインへの相談件数増、サポート詐欺、訪

問購入をきっかけとした犯罪まがいの事例などに注目が集まりました。 

■能登半島地震や度重なる豪雨など、自然災害相次ぐ 「災害便乗商法」も発生 
 
■紅麹を原料とするサプリによる健康被害拡大 健康被害情報の報告を義務化 
 
■越境消費者相談の件数が大幅増 

インバウンドの回復に伴い「訪日観光客消費者ホットライン」への相談も増加 
 
■害虫・害獣駆除やロードサービスなどの想定外の高額請求にかかるトラブルが 

若い年代で増加 
 
■サポート詐欺 高齢者のトラブルが後を絶たず 
 
■「スキマ時間に気軽に稼げる」などとうたう副業に関する相談が増加 
 
■「訪問購入」に関するトラブルの相談、引き続き多く寄せられる 

中には犯罪まがいの事例も 
 
■消費生活用製品安全法等の改正 海外から直接販売される製品の安全確保や 

子ども用の製品による事故の未然防止に対応 
 
■「ステマ広告規制」 措置命令相次ぐ 
 
■集団的消費者被害回復訴訟に関し、初の最高裁判所判決が出される 


